
2の2　一般行政職給料表の状況（平成30年4月１日現在）

円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円

　

（注）職員手当には退職手当を含みません。

6,282

平成28
年度

　　　　　　　　　千円

2,456,136

　　　　　　　千円　　　　　　千円

住民基本台帳人口 人件費率

582,813

13.7

391

　　　　　千円

1,506,906

給　 料

　　　　　　　　　　　％

　　　　　　　千円

366,417

　　　　　　千円

12.5

（注）　人件費には、市職員給与及び市長等特別職、議会議員、各種委員会に支給される報酬、共済費（民間での社会保険料事業主負担分）を含んでいます。

職員数

Ｂ／Ａ

　　　　　計　　　　　Ｂ

2 職員の給与及び職員数の状況

2の1　総括
　　(1)　人件費の状況（平成29年度普通会計決算）

人件費 （参考）歳出額　 実質収支区　　分

給与費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ Ｂ／Ａ　　職員手当 期末・勤勉手当

平成28年度の人件費率

　　　　　　％

58,406 569,352 3,706,450

　　　　　　人

　　(4) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

　　(3) 特記事項

　　(2)　職員給与費の状況（一般会計決算）
区分

最高号給の
給料月額

Ｂ

人　 　　　　　千円　　　　　　　千円

（平成30年3月末） Ａ

平成29
年度 27,147,114

391

（注)　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を指数で示したものです。

平成29
年度

　　　　　　人

6,211

　　　　　　　　　千円 　　　　　　千円 　　　　　　千円 　　　　　　　千円

1,475,264 366,847 586,336 2,428,447

　　　　　　　千円

318,500
１号給の
給料月額

１級 ２級 ３級

409,800

４級 ５級 ６級 ７級

142,600 192,700 228,900 262,000 288,000 362,300

444,500247,100 303,800 361,600 385,400 393,600

（H24）

107.1

（H24）

105.9

（H24）

106.9

（H29）

98.0 

（H29）

98.0 
（H29）

99.1

90

95

100

105

110

石狩市 類似団体平均 全国市平均

（指数）
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2の3　職員の平均給与月額、初任給等の状況

円

円

歳 円 円

（注）

 　　　　 均である。                                                                          

      

歳 円 円 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）

 　　　　 均である。                                                                          

      

大　学　卒 円 円 円 円

高　校　卒 円 円 円 円

高　校　卒 円 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

2の4　一般行政職の級別職員数等の状況

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

2,722

2

286,833

239

職員数

　　　　　　　②技能労務職

平均年齢

50.60

334,564

57.50

100.0

6　　級
①部の次長等の職務
②困難な業務を処理する課長等の職務 30 9.1

30

部長等の職務

高　校　卒

標準的な職務内容

６　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している
ものではない。

7.6

13 3.9

30

　　(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年4月1日現在）

大　学　卒

24.2

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

11.2

4　　級
34.9

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

9.1

高　校　卒 －

5　　級

－

（注）１　石狩市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

定型的な業務を行う職務

技能労務職

石狩市

国 43.60

主任の職務

主査又は係長の職務

①課長等の職務
②主幹の職務

50.90

353,579

340,669

-国

平均給与
月額（Ａ）

370,500

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当
の額を合計したものです。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において
明らかにされているものです。また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が
含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

うち用務員

370,500359,400

2 359,400 370,500

公　　　務　　　員

平均給料月額 平均給与月額

円

　　　　　　　①一般行政職

43.50

石狩市

平均給与
月額

（国ベース）

　　(2) 職員の初任給の状況（平成30年4月1日現在）

区　　分

一般行政職

７　「平均給与月額（Ａ）」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの
諸手当の額を合計したものです。また、「平均給与月額（国ベース）」は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手
当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

3　　級

207,300

類似団体

北海道

312,670

53.80

328,874

370,500

平均年齢

民　　間

区　　分
平均給料月額

　　(1)　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成30年4月1日現在）

歳

Ａ／Ｂ

備考

初任給
区 分

対応する民
間の類似職

種

1.7955.10

　　(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成30年４月１日現在）

288,400

－

340,700

57.50 用務員

４　類似団体の「平均給料月額」の値は、平成29年4月1日現在における職員の基本給の平均を使用しています。

２年後の給料

147,100 156,800

５　民間データは、賃金構造基本計画調査において公表されているデータを使用しています。（平成26年から平成28年
の3ヶ年平均）

156,800

179,200

－

301,800

147,100 156,800

179,200

2　　級

1　　級

7　　級

328,360

初任給

２　北海道の「平均給料月額」の値は、平成29年4月1日現在における職員の基本給の平均を使用しています。

－

石　　　　狩　　　　市

１　石狩市の「平均給料月額」とは、平成30年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

一般行政職
252,900213,600

平均年齢

１　「平均給料月額」とは、平成30年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

平均給与
月額（Ｂ）

362,555

経 験 年 数 20 年

構成比

324,900

410,719

25

80

３　国の「平均給料月額」の値は、平成29年4月1日現在における職員の基本給の平均を使用しています。

経 験 年 数 15 年区　　　         分 経 験 年 数 10 年

252,900

国

147,100

192,700

技能労務職

116

２年後の給料

37

192,700

職員数

３　国の値は、平成29年4月1日現在における職員の平均を使用しています。

区 分

330,531

414,461

360,509

2



  

昇給に係る勤務実績の反映は、勤務実績に基づき昇給区分を決定している。

昇給区分及び昇給号俸数は次のとおりである。

1人当たり平均支給額（平成29年度） 1人当たり平均支給額（平成28年度）

千円 千円

（平成29年度支給割合） （平成28年度支給割合） （平成28年度支給割合）

　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当 　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当 　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分) 月分) 月分) 月分) 月分) 月分)

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　　　5～15％ ・役職加算　　　5～20％ ・役職加算　　　5～20％

・管理職加算　10～25％ ・管理職加算　10～25％

（1.45 （0.80

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

（1.45 （0.80（0.85(1.45

石　　　　　　　　狩　　　　　　　　　市

1,686

2.62.6 1.8

国北　　　　　　　　海　　　　　　　　　道

－

1.72.6

勤務成績が良好である職員

　　(2) 昇給への勤務実績への反映状況

高齢層職員

0号俸

1.7

1,499

0号俸勤務成績が良好でない職員

高齢層職員以外の職員

2号俸

4号俸

　　(1) 期末手当・勤勉手当

2の5　職員の手当の状況

1号俸

2号俸

昇給号俸数

（注）　平成26年4月から給料表7級制を導入しています。

区分

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

勤務成績がやや良好でない職員

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）平成19年４月１日から、給料表を８級制から６級制に改正しています。

1級, 11.2% 1級, 9.5% 1級, 5.7%

2級, 7.6%
2級, 5.8%

2級, 5.7%

3級, 24.2% 3級, 27.1% 3級, 32.6%

4級, 34.9% 4級, 35.3% 4級, 32.6%

5級, 9.1% 5級, 9.5%
5級, 18.6%

6級, 9.1% 6級, 8.8%
6級, 4.8%7級, 3.9% 7級, 4.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成30年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分

その他の加算措置 その他の加算措置　　　

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

千円

千円

　％

種類

千円  

千円

千円

千円

1件3,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度）

1,416

3

支給対象職員数

手当の種類（手当数）

市税等徴収業務手当

生活保護に関する現業業務 日額300円

20

日額200円

福祉総務課

　　(3) 地域手当（平成30年4月1日現在）

月分

2,134

47.709

　・定年前早期退職特例措置（2％～45％）

39.7575

支給実績（平成29年度決算）

東京都特別区 20 2

国

3

47.709

47.709

社会福祉業務手当

支給実績（平成29年度決算）

　　(4) 特殊勤務手当（平成30年4月1日現在）

行旅死亡人取扱手当

福祉総務課

犬の死体焼却業務

左記職員に対する支
給単価

北石狩衛生センター

1件400円

放射線取扱手当

行旅死亡人収容等業務

手当の名称 主な支給対象業務

犬、猫その他の動物の死体の収集は又運
搬業務

市税等の徴収業務

都市整備課
ごみ・リサイクル課

野犬捕獲作業等手当

納税課・国民健康保険課

伝染病の患者等の防疫措置業務

全職員

特殊現場作業等手当

北石狩衛生センター

下水道課

143,146

都市整備課 道路維持修繕作業業務

日額350円

日額2,000円

日額300円

支給実績（平成28年度決算）

518

国又は他の地方公共団体の要請に基づく
災害復旧等業務

　　(5) 時間外勤務手当

エックス線その他の放射線に関する業務 日額250円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

147,734支給実績（平成29年度決算）

2

8.3

40支給職員1人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

主な支給対象職員等

防疫作業手当 保健推進課・農政課

札幌市

日額400円

9

支給率

月分

　・定年前早期退職特例措置（2％～45％）

534

28.0395

39.7575

支給対象地域

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成29年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

19.6695 24.58687524.58687519.6695

47.709

9,766 20,057

33.27075

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

国の制度（支給率）

石　　　　　　　　　　　狩　　　　　　　　　　　市

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合　　　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　  　　    　　　　勧奨・定年

日額400円

501

道路上作業手当

災害派遣業務手当

し尿処理業務、ごみ処理業務

月分

月分

　　(2) 退職手当（平成30年4月1日現在）

28.0395

診療放射線技師

47.709

支給職員1人当たり平均支給年額（平成28年度決算）

日額300円

下水道管路施設内の点検、清掃業務

47.709

33.27075

4



円

円

円

円

円

月分

教 育 長 任期終了後644,000円×11.352（任期4年の支給割合）　

教 育 長 644,000 円

教 育 長
3.30 月分

退
職
手
当

　　（算定方式）

副 市 長

市 長

735,000円×12.936（任期4年の支給割合）　

常 勤 監 査 委 員

920,000円×20.504（任期4年の支給割合）

任期終了後

590,000円×10.472（任期4年の支給割合）

任期終了後

任期終了後

　（支給時期）

期
末
手
当 議 長

常 勤 監 査 委 員

議 長

市 長 　　（平成30年度支給割合）

副 議 長

議 員

　　（平成30年度支給割合）

3.30

報
酬

給
料

336,000

383,000

寒冷地手当

市 長 920,000

74,995

区 分 給 料 月 額 等

735,000

円

円

　2の6　特別職の報酬等の状況（平成30年4月1日現在）

副 市 長

194,946

11月～3月（5か月間)支給で
①世帯主で扶養親族のある職
員23,360円（月額）
②その他の世帯主である職員
13,060円（月額）
③その他の職員8,800円（月
額）

32,023

50,101

同じ 千円

同じ

常 勤 監 査 委 員

副 市 長

円

439,000

590,000

副 議 長

80,765

内容及び支給単価

円

円

千円

住居手当

①借家（家賃12,000円を超え
る者が対象）は、家賃の額に応
じて27,000円を限度に支給
（月額）
②持家（平成29年度末で廃
止）

23,341

扶養手当 同じ

①配偶者6,500円（月額）
②子10,000円（月額）
③16歳年度初めから22歳年度
末までの子5,000円（月額に加
算）
④父母等6,500円（月額）

手　当　名
支給職員1人当た
り平均支給年額
（平成29度決算）

支給実績（平成29年
度決算）

73,930

国の制度と異なる内
容

異なる 26,245 千円

千円管理職手当

①部長相当職75,700円（月
額）
②部次長相当職64,200円（月
額）
③課長相当職56,200円（月
額）

通勤手当

①自動車等使用者には、距離
に応じて2,400円から32,000円
の範囲内で支給（月額）
②交通機関利用者には、1か
月定期券等の実費額に応じ
て、55,000円を限度に支給（月
額）

国の制度との
異同

円

議 員

千円

①自動車等使用者
には、距離に応じて
2,000円から31,600
円の範囲内で支給
②交通機関利用者
には、6か月定期券
等の実費額を一括
支給（1か月当たり
55,000円を限度）

48,295 635,461

　　(6)　その他の手当（平成30年4月1日現在）

異なる
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（各年4月1日現在）

 

（各年4月1日現在）

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

376

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

過去５年間

の増減数（率）

▲5人

▲22人

(▲11%)

385

公営企業等会計計

(▲4.3%)

総合計

　　　　　　　年　　度
 部 門 別

(▲7.7%)

(▲4.8%)

▲17人

一般行政

教育

普通会計計

61

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

377 380

62 63

397 393

(▲3.3%)

52 52 53 49

▲11人

▲6人

　　(3)　職員数の推移

2 440
職員数

5 24 29 24 22 37

人

48 74

人

75 63 37

人

以上

人 人 人 人

55歳 59歳

～ ～

人

47歳 51歳

人 人 人 人 人

31歳 35歳 39歳 43歳

60歳44歳 56歳

～

32歳

計

～ ～

24歳

未満 23歳 27歳

52歳

～～ ～ ～

[    595   ］ [    595   ］ [     0     ］

28歳 36歳 40歳 48歳

合　　計
438 440 2

20歳

-1 欠員不補充

小　計 61 60 -1

下 水 道 9 9 0

0

水 道 18 18 0
公営企
業等会
計部門

病 院 8 8

交 通

そ の 他 26 25

小　計 53 49 -4

欠員不補充

警 察

-4

特別行
政部門

教 育 53 49

消 防

-4

10

事務の統廃合等

小　計 324 331 7

衛 生 42 38

体制強化

体制強化

体制強化

土 木 35 38 3

民 生 76 86

　

-3 事務の統廃合等31 28

-1 欠員不補充16

欠員補充

総 務 104

5

0

商 工 15

税 務

104

1

16 1

　　(1)　部門別職員数の状況と主な増減理由

2の7　職員数の状況

一般行
政部門

議 会 4

農 林 水 産 17

労 働

主 な 増 減 理 由
平成29年 平成30年

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

職 員 数 （ 人 ） 対前年
増減数（人）

　　(2)　年齢別職員構成の状況（平成30年4月1日現在）

～

区　分

20歳

342 338 333 324 324

平成25年 平成28年 平成29年 平成30年

462 454 447 439 438

.

61 60

440

65

平成26年 平成27年

55 55

331

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

～19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60

構成比

5年前の構成比

%
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総
費

歳 円 円

　　　③ 職員の手当の状況

千円　 千円　

（平成29年度支給割合） （平成29年度支給割合）

　　　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　 　　　期末手当　　　　 　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分） 月分） 月分） 月分）

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 　 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　　5～15％ ・役職加算　　　5～15％

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分

その他の加算措置 その他の加算措置　　　

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

　　　

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

33.27075

19.6695

28.0395

39.7575

47.709

47.709

47.709

24.586875

支給職員1人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 486

1回1,500円

　　　　エ　時間外勤務手当

4,758

支給職員1人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 317

支給実績（平成29年度決算） 8,256

現場危険作業手当 石狩河口橋添架水道管調査作業に従事した職員

支給実績（平成28年度決算）

種類

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価

水道料金等徴収業務手当 水道料金等の徴収業務に従事した職員 日額200円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 1,500

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度） 23.8

手当の種類（手当数） 2

-

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成29年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

　　　　ウ　特殊勤務手当（平成30年4月1日現在）

支給実績（平成29年度決算） 8

月分

　・定年前早期退職特例措置（2％～45％）

20,057

月分

月分

　・定年前早期退職特例措置（2％～45％）

28.0395

石狩市水道事業会計 石狩市（一般職)

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合　　　　　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　  　　    　　　　勧奨・定年

月分24.58687519.6695

（1.45 （1.45

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

　　　　イ　退職手当（平成30年4月1日現在）

（0.85 （0.85

1,485 1,499

2.6 1.8 2.6 1.8

資本的支出

　　　　ア　期末手当・勤勉手当

石狩市水道事業会計 石狩市（普通会計)

1人当たり平均支給額（平成29年度） 1人当たり平均支給額（平成29年度）

　　　② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成30年4月1日現在）
区　　分 平　均　年　齢 基本給

石狩市水道事業会計 46.9 318,419 516,755

％　　　　 ％　

965,965 - 55,078 5.70 5.71

総費用
純損益又は実
質収支

千円　

175,458 64,472

　　　　千円 千円　 千円　

- 9,766

（参考）

平成28年度の総費用に占める職員
給与費比率Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ

2の8　公営企業職員の状況
　　(1)　石狩市水道事業

　　　　ア　平成29年度決算

　　　①　職員給与費の状況

職員給与費
区分

収益的支出
千円　 ％　％　　　　

3.91

　　　　千円

1,828,443 3.53

平均月収額

47.709

47.709

39.7575

47.709

33.27075
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円

円

円

円

円

円

千円

2,526

2,201 千円

897 千円

千円 100,128寒冷地手当

11月～3月（5か月間)支給で
①世帯主で扶養親族のある職
員23,360円（月額）
②その他の世帯主である職員
13,060円（月額）
③その他の職員8,800円（月
額）

同じ

①配偶者6,500円（月額）
②子10,000円（月額）
③16歳年度初めから22歳年度
末までの子5,000円（月額に加
算）
④父母等6,500円（月額）

同じ

住居手当

①借家（家賃12,000円を超え
る者が対象）は、家賃の額に応
じて27,000円を限度に支給
（月額）
②持家（平成29年度末で廃
止）

同じ

21,343

56,063

61,734

管理職手当

①部長相当職75,700円（月
額）
②課長相当職56,200円（月
額）

773,667

　 64 千円

同じ

1,802

休日勤務手当 支給割合100分の135 同じ

通勤手当

①自動車等使用者には、距離
に応じて2,400円から32,000円
の範囲内で支給（月額）
②交通機関利用者には、1か
月定期券等の実費額に応じ
て、55,000円を限度に支給（月
額）

同じ 1,111

千円 180,429

　　　　オ　その他の手当（平成30年4月1日現在）

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職
の制度との異
同

一般行政職の制度と
異なる内容

支給実績（平成29年
度決算）

支給職員1人当た
り平均支給年額
（平成29年度決
算）

扶養手当
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